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令和元年度 決算（見込み）のポイント ＜ 協会会計と国の特別会計との合算ベース ＞

収入は 10兆 8,697億円
⇒ 被保険者の人数や賃金の増加により保険料収入が増加。前年度比は5,235億円の増加（+5.1%）となった。

支出は 10兆 3,298億円
⇒ 加入者の増加等により保険給付費が増加。加えて高齢者医療にかかる拠出金等も増加。前年度比は5,785億円の増加（+5.9%）となった。

この結果、令和元年度 の収支差は5,399億円 となり、前年度比は550億円の減少となった。

○ 保険料収入は4,510億円増加した。保険料を負担する被保険者の「人数（被保険者数）」が増加（+4.4%）したこと、「賃金（標準報酬月額）」が増加
（+0.7%）したことが主な要因。この結果、令和元年度の保険料収入の伸び率は+4.9%となった。なお、被保険者の人数の伸び+4.4%は、協会による医療
保険の運営が始まった20年度以降で最も高い伸びである。しかしながら、この+4.4％のうち、+2.1％は大規模健康保険組合（人材派遣健康保険組合等）
の解散による影響であり、この一時的な伸びの影響を除くと、近年、保険料収入を増加させていた被保険者数の伸びについては、29年度（9月）をピークに鈍
化が続いている。＜詳細は4ページを参照＞

○ 国庫補助等は263億円増加した。補助対象となる保険給付費（総額）が増加したことなどが要因。

○ 支出の6割に相当する保険給付費（総額）は、3,653億円増加し、伸びは+6.1%と、前年度の伸び（+3.3%）を大きく上回った。これは、「医療費（加入者1人
当たり医療給付費）」が増加（+3.2％）したことに加えて、解散組合の影響により、加入者の「人数（加入者数）」の伸びが、大幅に増加（+2.7％）したことが
が主な要因。＜詳細は4ページを参照＞

○ 高齢者医療にかかる拠出金等（総額）は、1,254億円増加（+3.6%）した。これは、高齢者医療費の伸びにより後期高齢者支援金が増加したことに加え退
職者給付拠出金の減少といった制度改正による影響が減少したことによるものである。＜詳細は5ページを参照＞

なお、後期高齢者支援金は、団塊の世代が後期高齢者となり始める令和4年度以降、さらに大幅な増加が見込まれている。＜詳細は8ページを参照＞
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○ 収支差が前年度比で減少（▲550億円）した要因は、保険料収入等の収入の増加に対し、保険給付費や拠出金等の支出の増加が上回ったことによるも
のである。

○ 今後、収入については、新型コロナウイルスの感染拡大の影響による世界経済の悪化により保険料収入の減少が懸念されることに加え、支出についても、
新型コロナウイルスの感染拡大の影響前には1人当たり医療給付費の伸びが高く推移していたことや、最近の高額薬剤の保険収載、令和4年度以降見込ま
れる後期高齢者支援金の増加等も踏まえると、協会けんぽの財政は引き続き楽観を許さない状況である。

○ なお、令和元年度末の準備金残高は3兆3,920億円となった。この金額は、保険給付費等に要する費用の4.3ヵ月分に相当する。 ＜詳細は6ページを参照＞



協会けんぽ(医療分)の 令和元年度決算見込み
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決算の推移
＜ 協会会計と国の特別会計との合算ベース ＞
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主要計数の推移
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拠出金等の推移
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単年度収支差と準備金残高等の推移 （協会会計と国の特別会計との合算ベース）

（注）1.平成8年度、9年度、11年度、13年度は国の一般会計より過去の国庫補助繰延分の返済があり、これを単年度収支に計上せず準備金残高に計上している。
2.平成21年度以前は国庫補助の清算金等があった場合には、これを単年度収支に計上せず準備金残高に計上している。
3.協会けんぽは、各年度末において保険給付費や高齢者拠出金等の支払いに必要な額の１カ月分を準備金（法定準備金）として積み立てなければならないとされている
（健康保険法160条の2）。
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協会けんぽの保険財政の傾向

●近年、医療費（１人当たり保険給付費）の伸びが賃金（１人当たり標準報酬月額）の伸びを上回り、協会けんぽの保険財政は赤字構造
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協会けんぽの後期高齢者支援金の推移

●近年、後期高齢者支援金は、総報酬割の拡大により一時的に伸びが抑制されていたが、今後は大幅な増加が見込まれている。
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協会けんぽの事業所数・被保険者数・被扶養者数の推移（指数）

9



75歳未満の者の制度別加入者数及び75歳未満人口の推移
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協会けんぽ被保険者数の伸び率の推移（対前年同月比）
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協会の令和元年度決算報告書（介護保険分を含む）の概要

注）１． 「協会決算」における医療分（ａ）の収支差（（※）5,320億円）と、「協会会計と国の特別会計との合算ベース」（P.2）における収支差（5,399億円）
との差異（79億円）は、国に留保されている未交付分保険料によるものである。具体的には、30年度末時点で未交付となっていた224億円
が令和元年度に交付された一方で、令和元年度末時点で未交付となった303億円が令和2年度の交付となることによるもの。
なお、これらの未交付分は保険料率の算定には影響しない。 （79億円 ＝ 303億円－224億円）

２．端数処理のため、計数が整合しない場合がある。

３．上記の相関関係を示したものが、13ページの図表になる。

Ⓟ
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合算ベースの収支（協会会計と国の特別会計との合算）と協会決算との相違（令和元年度医療分）
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・収支差計の値は、適用した保険料率（全国平均
10.00％、静岡支部9.75％）と実績の均衡保険料
率（結果的にはこれだけあれば良かったという保険
料率）との差を表している。今年度は、適用した保険
料率が実績の均衡保険料率に比べて高かったため、
プラスとなっている。

■支部別収支について
収支差は、見込みと実績の乖離によって生じるものであって、収支差が生じる要因は、大きく分けて全国平均分と地域差分に区分される。

①収支差計 （実績値） ②全国平均分 （計算値） ③地域差分

・全国平均分の値は、①収支差計で出た値が
全国平均で均一の割合であったと仮定したとき
の値である。

※各支部の値は、全国計の収支差を令和元年度実績の総報酬額で
按分したもの

・①収支差計と②全国平均分との差額の値である。

静岡支部 13,940百万円のプラス 静岡支部 14,232百万円のプラス 静岡支部 292百万円のマイナス

静岡支部の地域差分はマイナスであり、令和3年度の支出にその分が加算される
（保険料率が上がる方向）

令和3年度の保険料率算定時に精算

支部別収支差
総報酬額

（令和元年度実績）
保険料率換算

[a]（百万円） [b]（百万円） [a]÷[b]×100 （%）

静岡 ▲292 2,529,278 ▲0.01

令和元年度支部別収支

・ 令和3年度の保険料率の算定においては、令和元年度の都道府県支部ごとの収支における収支差（地域差分）について精算する必要

　がある。当該収支差は、プラスの場合は収入に加算し、マイナスの場合は絶対値の額を支出に加算する。

・ 令和3年度保険料率算定の際の精算に係る保険料率は、令和元年度の支部の収支差（地域差分）を令和3年度の総報酬額の見込額

　で除したものになるため、表中の保険料率換算（収支差（地域差分）を令和元年度の総報酬額の実績で除したもの）とは異なる。
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（百万円）

収　　　入 支　　　出 収支差

 保険料収入  その他収入    医療給付費（国庫補助を除く）（調整後）

一般分
債権回収

以外
債権回収  医療給付費（国庫補助を除く） 年齢調整額 所得調整額 激変緩和

（A）-（B） 
医療給付費 災害特例分(B)

（A） 平成29年度の

協会手当分

（B1）

波及増分
（B2）

全 国 計 9,593,872 9,592,138 53,704 41,269 12,435 9,647,576 5,033,228 5,033,228 5,037,816 2,270 2,318 - - - 440,451 3,419,592 136,178 43,441 34,806 - 9,107,696 539,880 539,880 - 

22 静 岡 246,650 246,605 1,405 1,088 317 248,055 126,369 123,639 123,639 ▲1,369 3,071 1,028 11,611 90,145 3,590 1,145 918 338 234,115 13,940 14,232 ▲292

(注) １．「債権回収」は、資格喪失後受診に係る返納金、業務上傷病による受診に係る返納金、診療報酬返還金、損害賠償金に係る債権の回収額の実績を表す。
２．「年齢調整額」、「所得調整額」、「激変緩和」のマイナスは調整額を受け取る支部、プラスは調整額を負担する支部。
３．医療給付費は、東日本大震災等による窓口負担減免措置に伴う令和元年度の協会負担分に係る窓口負担減免額を含む。
４．（B1）は、健康保険法施行規則第135条の2の2第2項第1号に基づき、東日本大震災及び熊本地震に伴う平成29年度における協会負担分の窓口負担減免額のうち、総報酬額の0.01％を超える部分として、（A）から控除するものである。
　また、（B2）は、東日本大震災等に伴う窓口負担減免措置によって医療費が増加した分のうちの医療給付費分（国庫補助を除く。波及増分）を表す。
５．「平成29年度の収支差の精算」は、平成29年度の都道府県支部ごとの収支における収支差の精算（健康保険法施行規則第135条の7に基づき行うもの）を表す。
６．国の年金特別会計に係る分並びに東日本大震災による窓口負担減免措置に伴う波及増分（B2）が暫定値であるため、数値は今後変わりうる。

全国平均分 地域差分その他支出現金給付費等
（国庫補助等を除く）

前期高齢者

納付金等
（国庫補助を除く）

業務経費
（国庫補助を除く）

一般管理費
（国庫負担を除く）

平成29年度の

収支差の精算


